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(57)【要約】
【課題】　本発明は、外観の見栄えを良好にすることが
できる上に、物品を収容する箱本体の高さに関係なく、
蓋体が不用意に外れるのを確実に防止することのできる
包装箱を提供することを課題とする。
【解決手段】　環状に形成された側壁部及び該側壁部の
下端部開口を閉塞した底部を有する箱本体と、側壁部の
上端部開口を閉塞可能に構成された蓋体とを備えた包装
箱において、前記箱本体は、側壁部の上端部内周の全周
又は複数箇所から内側に突出した上端突出部と、該上端
突出部よりも下方位置で側壁部の内周の全周又は複数箇
所から内側に延出した内部延出部とを備え、前記蓋体は
、側壁部の上端部開口を閉塞可能に形成され、少なくと
も外周縁部が変形可能なシート材で構成された蓋本体部
と、該蓋本体部の上面側に延出した摘持部とを備え、前
記蓋本体部は、外周縁部が側壁部内で内部延出部上に載
置可能で且つ上端突出部に対向可能に形成されているこ
とを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　環状に形成された側壁部及び該側壁部の下端部開口を閉塞した底部を有する箱本体と、
側壁部の上端部開口を閉塞可能に構成された蓋体とを備えた包装箱において、前記箱本体
は、側壁部の上端部内周の全周又は複数箇所から内側に突出した上端突出部と、該上端突
出部よりも下方位置で側壁部の内周の全周又は複数箇所から内側に延出した内部延出部と
を備え、前記蓋体は、側壁部の上端部開口を閉塞可能に形成され、少なくとも外周縁部が
変形可能なシート材で構成された蓋本体部と、該蓋本体部の上面側に延出した摘持部とを
備え、前記蓋本体部は、外周縁部が側壁部内で内部延出部上に載置可能で且つ上端突出部
に対向可能に形成されていることを特徴とする包装箱。
【請求項２】
　前記上端突出部は、側壁部の上端部を内側にカールすることで形成されている請求項１
に記載の包装箱。
【請求項３】
　前記上端突出部及び内部延出部は、側壁部の内周の全周に亘って設けられている請求項
１又は２記載の包装箱。
【請求項４】
　前記内部延出部は、側壁部の上端部開口を蓋体で閉塞した状態で、蓋本体部の外周縁部
を上端突出部とともに挟み込めるように配置されている請求項１乃至３の何れか１項に記
載の包装箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食品や日用品、その他物品を包装するための包装箱に関し、より詳しくは、
環状に形成された側壁部及び該側壁部の下端部開口を閉塞した底部を有する箱本体と、側
壁部の上端部開口を閉塞可能に構成された蓋体とを備えた包装箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、食品や日用品等の物品を包装するための包装箱として、種々のものが提供さ
れており、その一つとして、環状に形成された側壁部及び該側壁部の下端部開口を閉塞し
た底部を有する箱本体と、側壁部の上端部開口を閉塞可能に構成された蓋体とを備え、側
壁部内に物品を収容した状態で蓋体を箱本体（側壁部）に外嵌して側壁部の上端部開口を
閉塞するようにした、いわゆる、印籠式の包装箱が周知である。
【０００３】
　そして、この種の包装箱は、箱本体の側壁部に蓋体を外嵌するようになっているため、
側壁部と蓋体の外周との間に段差ができ、見栄えがよくないとして、蓋体の外周面と側壁
部の外周面とが面一になるようにしたものも提供されている（例えば、特許文献１参照）
。
【０００４】
　かかる包装箱の箱本体は、上部が開放した外箱に内枠又は内箱が内装されており、内枠
又は内箱の上端部が外箱の上端から上方に延出している。これにより、かかる包装箱は、
側壁部の上端部に段差が形成されており、側壁部の上端部に蓋体を外嵌した状態で蓋体の
外周面と側壁部の外周面とが面一になるようになっている。従って、かかる包装箱は、外
観がすっきりして見栄えがよいとして、贈答品等を包装する場合等に多用されている。
【特許文献１】実開平５－９４１１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記構成の包装箱は、外観が見栄え良く構成されているが、単に蓋体を箱本
体に外嵌するだけであるため、箱本体から蓋体が不用意に外れるといった問題がある。特
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に、箱本体（側壁部）の上下方向の高さが低く設定される場合には、側壁部に対して蓋体
を外嵌できる領域（側壁部に対する蓋体の重なり）を十分に確保できなくなるため、箱本
体から蓋体が脱落する可能性が高まってしまう。
【０００６】
　そこで、本発明は、外観の見栄えを良好にすることができる上に、物品を収容する箱本
体の高さに関係なく、蓋体が不用意に外れるのを確実に防止することのできる包装箱を提
供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る包装箱は、環状に形成された側壁部及び該側壁部の下端部開口を閉塞した
底部を有する箱本体と、側壁部の上端部開口を閉塞可能に構成された蓋体とを備えた包装
箱において、前記箱本体は、側壁部の上端部内周の全周又は複数箇所から内側に突出した
上端突出部と、該上端突出部よりも下方位置で側壁部の内周の全周又は複数箇所から内側
に延出した内部延出部とを備え、前記蓋体は、側壁部の上端部開口を閉塞可能に形成され
、少なくとも外周縁部が変形可能なシート材で構成された蓋本体部と、該蓋本体部の上面
側に延出した摘持部とを備え、前記蓋本体部は、外周縁部が側壁部内で内部延出部上に載
置可能で且つ上端突出部に対向可能に形成されていることを特徴とする。
【０００８】
　上記構成の包装箱によれば、蓋体を箱本体（側壁部）の上端部開口に押し込むようにす
ると、蓋本体部の外周縁部が変形しつつ上端突出部を乗り越えた後に内部延出部上に載置
され、側壁部の上端部開口が閉塞される。このように、蓋本体部が側壁部内で内部延出部
上に載置されると、包装箱（箱本体）の外周上に蓋体が存在しないため、蓋体の存在で外
周に段差等が形成されることがなく、見栄え良くまた斬新な態様になる。
【０００９】
　そして、蓋体が箱本体の上端部開口を閉塞した状態で、蓋体が上方に移動しようとする
と、蓋本体部の外周縁部が上方側で対向する上端突出部に係止され、当該蓋体が不用意に
外れることが防止される。このように、上記構成の包装箱は、従来の印籠式の包装箱のよ
うに、箱本体に対する蓋体の重なり量、すなわち、箱本体（側壁部）の上下方向の高さに
影響を受けることがなく、蓋体が不用意に外れるのを確実に防止することができる。そし
て、上記構成の包装箱は、使用者が摘持部を持って意図的に蓋体を引き上げると、蓋本体
部の外周縁部が変形しつつ上端突出部を乗り越えることになり、蓋体を取り外すことがで
きる。
【００１０】
　本発明の一態様として、前記上端突出部は、側壁部の上端部を内側にカールすることで
形成されてもよい。このようにすれば、側壁部と上端突出部とが一体的に形成されるため
、蓋体を着脱するとき（蓋本体部の外周縁部が上端突出部を乗りえるとき）に生じる力に
十分に耐え得る強度を得ることができる。
【００１１】
　本発明の他態様として、前記上端突出部及び内部延出部は、側壁部の内周の全周に亘っ
て設けられてもよい。このようにすれば、蓋体で側壁部の上端部開口を閉塞したときに蓋
本体部の外周縁部の全周が内部延出部に受けられることになり安定した装着が可能となる
。また、蓋体が上方に移動しようとしたときに蓋本体部の外周縁部の全周が上端突出部に
受けられることになり、蓋体の脱落を確実に防止することができる。
【００１２】
　さらに、本発明の別の態様として、前記内部延出部は、側壁部の上端部開口を蓋体で閉
塞した状態で、蓋本体部の外周縁部を上端突出部とともに挟み込めるように配置されても
よい。このようにすれば、蓋体で側壁部の上端部開口を閉塞した状態で、蓋体が上下方向
に移動することがないため、蓋体を安定した状態で取り付けることができ見栄えをより良
好にすることができる。
【発明の効果】
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【００１３】
　以上のように、本発明に係る包装箱は、外観の見栄えを良好にすることができる上に、
物品を収容する箱本体の高さに関係なく、蓋体が不用意に外れるのを確実に防止すること
ができるといった優れた効果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態に係る包装箱について、添付図面を参照しつつ説明する。
【００１５】
　本実施形態に係る包装箱は、図１及び図２に示す如く、環状に形成された側壁部１１及
び該側壁部１１の下端部開口を閉塞した底部１２を有する箱本体１０と、側壁部１１の上
端部開口Ｈを閉塞可能に構成された蓋体２０とを備えている。
【００１６】
　前記箱本体１０は、側壁部１１が包装形態に応じて角環状或いは円環状に形成される。
すなわち、側壁部１１は、角筒状又は円筒状に形成されるもので、本実施形態においては
、円筒状（円環状）に形成されている。該側壁部１１は、シート状の材料（本実施形態に
おいては紙材料（厚紙））を環状に曲げ加工して形成されている。本実施形態に係る側壁
部１１は、上述の如く、円環状（円筒状）に形成されるため、矩形状のシート材を円筒状
に丸め（曲げ）、重なり合った両端同士を接着剤等で接合することによって形成されてい
る。そして、側壁部１１は、外周面に所定の印刷が施されたり、所定の色彩や、模様等が
施された和紙等の化粧紙が貼り付けられたりすることで装飾されている。
【００１７】
　そして、本実施形態に係る箱本体１０は、図１（ａ）及び図２に示す如く、側壁部１１
の上端内周の全周から内側に突出した上端突出部１３と、該上端突出部１３の下方位置で
側壁部１１の内周の全周から内側に延出した内部延出部１４とを備えている。
【００１８】
　前記上端突出部１３は、側壁部１１内に対する物品Ｐの出し入れを阻害しない程度で側
壁部１１の内側に向かって突出している。本実施形態に係る上端突出部１３は、側壁部１
１の上端部を内側にカールすることで形成されている。すなわち、本実施形態に係る箱本
体１０は、側壁部１１が紙材料（厚紙）で構成されているため、該側壁部１１を構成する
紙材料を丸め加工（カール加工）することで、上端突出部１３が側壁部１１と一体的に形
成されている。
【００１９】
　前記内部延出部１４は、平面視において無端環状に形成されており、側壁部１１内に対
して物品Ｐを出し入れする出入口を画定している。本実施形態に係る内部延出部１４は、
側壁部１１を構成するシート材とは別のシート材を平面視において環状（ドーナツ状）に
切断加工（又は打ち抜き加工）して形成したもので、その外周が側壁部１１の内周面に対
して接着されている。これにより、内部延出部１４は、側壁部１１の内周全周から内側（
側壁部１１の中央）に向けて延出した状態になっている。
【００２０】
　そして、該内部延出部１４は、上端突出部１３との間に蓋体２０（後述する蓋本体部２
１）の外周縁部を介在し得る間隙を形成した位置に配置されている。本実施形態に係る内
部延出部１４は、上端突出部１３との間隔が蓋体２０の外周縁部の厚みと同一又は略同一
の間隔になるように配置されている。すなわち、内部延出部１４は、上端突出部１３とと
もに蓋体２０の外周縁部を挟み込める位置に配置されている。
【００２１】
　そして、内部延出部１４は、上述の如く、物品Ｐの出入口を画定するため、物品Ｐの出
し入れを阻害せず、且つ、蓋体２０（後述する蓋本体部２１）の外周縁部を受けることが
できる延出量に設定される。例えば、上端突出部１３をカール加工によって形成する場合
、側壁部１１の内周面を基準に、上端突出部１３の突出量以上で該上端突出部１３の突出
量の五倍以下、好ましくは、上端突出部１３の突出量以上で該上端突出部１３の突出量の
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三倍以下に設定される。
【００２２】
　そして、前記側壁部１１は、図２に示す如く、下端部に底部１２を受ける底受部１５が
形成されている。かかる底受部１５は、側壁部１１の内側に向かって突出するように形成
されている。本実施形態に係る底受部１５は、上端突出部１３と同様に、側壁部１１を構
成する前記紙材料を丸め加工（カール加工）することで、側壁部１１と一体的に形成され
ている。
【００２３】
　前記底部１２は、側壁部１１の内形状に対応するようにシート材を切断加工（或いは打
ち抜き加工）することで形成されている。そして、該底部１２は、側壁部１１内で外周縁
部が底受部１５に載置された状態で、側壁部１１及び底受部１５の少なくとも何れか一方
に接着されて固定されている。
【００２４】
　前記蓋体２０は、側壁部１１の上端部開口Ｈを閉塞可能に形成され、少なくとも外周縁
部が変形可能なシート材で構成された蓋本体部２１と、該蓋本体部２１の上面側に延出し
た摘持部２２とを備えている。
【００２５】
　本実施形態に係る蓋本体部２１は、全体が紙製のシート材（厚紙）で構成されており、
外周縁部のみならず全体が変形できるようになっている。そして、蓋本体部２１は、外周
縁部が側壁部１１内で内部延出部１４上に載置可能で且つ上端突出部１３に対向可能に形
成されている。本実施形態においては、側壁部１１が円筒状に形成されているため、蓋本
体部２１は、円板状に形成されている。そして、該蓋本体部２１は、外径が側壁部１１の
内径よりも小径で且つ上端突出部１３の内径及び内部延出部１４の内径よりも大径に設定
されている。
【００２６】
　そして、蓋本体部２１は、少なくとも一方の面（上面）に所定の印刷が施されたり、所
定の色彩や、模様等が施された和紙等の化粧紙が貼り付けられたりすることで、装飾され
ている。
【００２７】
　そして、前記摘持部２２は、蓋本体部２１と一体的に形成されている。すなわち、摘持
部２２は、蓋本体部２１の外周端部の一部を切り起こすことで、蓋本体部２１の一方の面
（上面）側に延出するように形成されている。
【００２８】
　本実施形態に係る包装箱１は、以上の構成からなり、次に該包装箱１の使用態様につい
て説明する。
【００２９】
　まず、箱本体１０（側壁部１１）内に包装対象となる物品Ｐを収容し、図１（ａ）に示
す如く、摘持部２２が上側に突出するように蓋本体部２１の他方の面を下側に向け、蓋体
２０（蓋本体部２１）を箱本体１０（側壁部１１）の上端部開口Ｈに押し込む。そうする
と、前記蓋本体部２１は、外径が上端突出部１３よりも大径に設定されているため、外周
縁部が変形しつつ上端突出部１３を乗り越えることになる。
【００３０】
　そして、蓋本体部２１は、外周縁部が上端突出部１３を乗り越えると、図１（ｂ）及び
図２に示す如く、側壁部１１内に入り込んで外周縁部が内部延出部１４上に載置されると
ともに、該外周縁部が上方側にある上端突出部１３と対向する。この状態で蓋本体部２１
は、側壁部１１の上端部開口Ｈ（上端突出部１３が画定する開口領域及び内部延出部１４
が画定する開口領域）の全域に存在することになり、側壁部１１の上端部開口Ｈが閉塞さ
れる。
【００３１】
　本実施形態においては、上端突出部１３と内部延出部１４との間隔が蓋本体部２１（蓋
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本体部２１の外周縁部）の厚みと同一又は略同一に設定されているため、蓋本体部２１が
側壁部１１の上端部開口Ｈを閉じた状態、すなわち、蓋本体部２１の外周縁部が内部延出
部１４上に載った状態で、該外周縁部が上端突出部１３と内部延出部１４とに挟まれた状
態になる。これにより、蓋体２０は、上下方向の移動が完全に又は略完全に規制された状
態になるため、安定した状態で箱本体１０に対して装着される。
【００３２】
　このように、本実施形態に係る包装箱１は、蓋体２０が側壁部１１の上端部開口Ｈを閉
じた状態では、蓋本体部２１が側壁部１１内で内部延出部１４上に載置されるため、包装
箱１（箱本体１０）の外周上に蓋体２０が露呈しない態様となる。これにより、該包装箱
１は、蓋体２０の存在で外周に段差等が形成されることがなく、見栄え良くまた斬新な態
様で物品Ｐを包装することができる。
【００３３】
　そして、上述の如く、蓋体２０が箱本体１０の上端部開口Ｈを閉塞した状態で、蓋本体
部２１の外周縁部が上方側にある上端突出部１３と対向しているため、例えば、包装箱１
を持ち運ぶことで収容した物品Ｐが動く等して、側壁部１１内から蓋体２０に対して上方
に向けての力（蓋体２０を押し上げようとする力）が作用したとき、蓋本体部２１の外周
縁部が対向する上端突出部１３に係止され、当該蓋体２０が不用意に外れることが防止さ
れる。
【００３４】
　これに対し、使用者が意図的に蓋体２０の摘持部２２を持って蓋体２０を引き上げると
、蓋本体部２１の外周縁部が変形しつつ上端突出部１３を乗り越えることになり、蓋体２
０を取り外すことができる。
【００３５】
　以上のように、本実施形態に係る包装箱１は、環状に形成された側壁部１１及び該側壁
部１１の下端部開口を閉塞した底部１２を有する箱本体１０と、側壁部１１の上端部開口
Ｈを閉塞可能に構成された蓋体２０とを備えた包装箱１において、前記箱本体１０は、側
壁部１１の上端部内周の全周又は複数箇所から内側に突出した上端突出部１３と、該上端
突出部１３よりも下方位置で側壁部１１の内周の全周又は複数箇所から内側に延出した内
部延出部１４とを備え、前記蓋体２０は、側壁部１１の上端部開口Ｈを閉塞可能に形成さ
れ、少なくとも外周縁部が変形可能なシート材で構成された蓋本体部２１と、該蓋本体部
２１の上面側に延出した摘持部２２とを備え、前記蓋本体部２１は、外周縁部が側壁部１
１内で内部延出部１４上に載置可能で且つ上端突出部１３に対向可能に形成されているの
で、外観の見栄えを良好にすることができる上に、物品Ｐを収容する箱本体１０の高さに
関係なく、蓋体２０が不用意に外れるのを確実に防止することができるといった優れた効
果を奏し得る。
【００３６】
　また、本実施形態に係る包装箱１は、前記上端突出部１３が側壁部１１の上端部を内側
にカールすることで形成されているので、側壁部１１と上端突出部１３とが一体的に形成
され、蓋本体部２１の外周縁部が上端突出部１３を乗りえる際に生じる力に十分に耐え得
る強度を得ることができる。
【００３７】
　さらに、本実施形態に係る包装箱１は、上端突出部１３及び内部延出部１４が側壁部１
１の全周に亘って設けられているので、蓋体２０で側壁部１１の上端部開口Ｈを閉塞した
ときに蓋本体部２１の外周縁部の全周が内部延出部１４に受けられることになり安定した
装着が可能となる。また、蓋体２０が上方に移動しようとしたときに蓋本体部２１の外周
縁部の全周が上端突出部１３に受けられることになり、蓋体２０の脱落を確実に防止する
ことができる。
【００３８】
　そして、本実施形態に係る包装箱１は、側壁部１１の上端部開口Ｈを蓋体２０で閉塞し
た状態で、内部延出部１４が蓋本体部２１の外周縁部を上端突出部１３とともに挟み込め
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るように配置されているので、蓋体２０で側壁部１１の上端部開口Ｈを閉塞した状態で、
蓋体２０が上下方向に移動することがないため、蓋体２０を安定した状態で取り付けるこ
とができ見栄えをより良好にすることができる。
【００３９】
　尚、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【００４０】
　上記実施形態において、矩形状のシート材を丸めて円筒状の側壁部１１を形成するよう
にしたが、これに限定されるものではなく、例えば、本実施形態のように側壁部１１を紙
材料で構成するとともに円筒状に形成する場合には、円筒状の紙管を軸線方向で必要長さ
に切断して側壁部１１とするようにしてもよい。
【００４１】
　上記実施形態において、側壁部１１を円筒状に形成したが、側壁部１１の形態はこれに
限定されるものではなく、例えば、側壁部１１を角環状、すなわち、多角筒状（枠状）に
形成しても勿論よい。従って、箱本体１０は、別部材で構成された側壁部１１と底部１２
とを接続して形成したものに限定されるものではなく、例えば、底部１２となる平面視多
角形状（主として四角形状）領域を画定する各端縁に側壁部１１となる矩形状の領域を延
設した展開シートを折り曲げ加工して形成したものであってもよい。この場合においても
、側壁部１１の上端部に上端突出部１３を設け、これの下方位置に内部延出部１４を設け
れば、上記実施形態と同様の作用及び効果を奏することができる。
【００４２】
　上記実施形態において、一枚のシート材の一部を切り起こすことで摘持部２２を蓋本体
部２１に対して一体的に形成したが、これに限定されるものではなく、例えば、蓋本体部
２１の上面に別部材で構成した摘持部２２を接続するようにしてもよい。
【００４３】
　上記実施形態において、上端突出部１３及び内部延出部１４を側壁部１１の内周全周に
亘って設けるようにした、すなわち、上端突出部１３及び内部延出部１４を環状（ドーナ
ツ状）に形成するようにしたが、これに限定されるものではなく、例えば、上端突出部１
３及び内部延出部１４の少なくとも何れか一方を側壁部１１の周方向で断続的な配置で設
けるようにしてもよい。すなわち、上端突出部１３を側壁部１１の周方向に断続的に（間
隔をあけて）複数設ける一方、内部延出部１４を上記実施形態と同様に環状に形成するよ
うにしたり、上端突出部１３を上記実施形態と同様に環状に形成する一方、内部延出部１
４を側壁部１１の周方向に断続的に（間隔をあけて）複数設けるようにしたりしてもよい
。また、上端突出部１３及び内部延出部１４の両方を側壁部１１の周方向に断続的（間隔
をあけて）複数設けてもよい。そして、このように上端突出部１３及び内部延出部１４の
両方を側壁部１１の周方向に断続的（間隔をあけて）複数設ける場合には、必ずしも両者
が対向した配置にしたものに限定されるものではなく、例えば、上端突出部１３と内部延
出部１４とを周方向でずれた配置にしてもよい。
【００４４】
　上記実施形態において、側壁部１１の上端部（側壁部１１を構成するシート材の端部）
を丸め加工（カール加工）して上端突出部１３を形成するようにしたが、上端突出部１３
はこれに限定されるものではなく、例えば、内部延出部１４と同様に、上端突出部１３を
側壁部１１となるシート材とは別部材で構成し、これを側壁部１１に接続することで上端
突出部１３とするようにしてもよい。また、上端突出部１３は、側壁部１１の上端縁に形
成されたものに限定されるものではなく、例えば、側壁部１１の上端縁よりも下方位置に
位置するように設けてもよい。すなわち、上端突出部１３は外観良好となる範囲内で側壁
部１１の上端縁よりも奥まった位置に配置されてもよい。
【００４５】
　上記実施形態において、箱本体１０及び蓋体２０をシート状の紙材（厚紙）から形成す
るようにしたが、これに限定されるものではなく、例えば、これらの両方、或いは、何れ
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【００４６】
　そして、上記実施形態において、蓋体２０の蓋本体部２１の外周縁部が変形可能となる
ことを前提に該蓋本体部２１全体を同一素材で構成するようにしたが、これに限定される
ものではなく、例えば、蓋体２０本体の外周縁部のみを変形可能な素材（シート材）で構
成し、該外周縁部よりも内側に部分を変形不能な素材で構成するようにしてもよい。
【００４７】
　上記実施形態において、側壁部１１の上端部開口Ｈを蓋体２０で閉塞したときに、蓋体
２０（蓋本体部２１）の外周縁部が、内部延出部１４と上端突出部１３とに挟み込まれた
態様になるようにしたが、これに限定されるものではなく、例えば、上端突出部１３と内
部延出部１４との間隔を蓋本体部２１の外周縁部の厚みよりも広く設定し、側壁部１１の
上端部開口Ｈを蓋体２０で閉塞したときに蓋本体部２１の外周縁部が上端突出部１３と内
部延出部１４とに挟み込まれることなく該内部延出部１４上に載った状態になるようにし
てもよい。このようにしても、蓋体２０が上方側に移動しようとしても蓋本体部２１の外
周縁部が上端突出部１３に係止されるため、蓋体２０が不用意に外れてしまうことを防止
することができる。但し、蓋体２０の装着安定性を考慮すれば、上記実施形態と同様に、
蓋本体部２１の外周縁部が上端突出部１３と内部延出部１４とに挟み込まれた態様になる
ようにすることが好ましい。
【００４８】
　上記実施形態において、箱本体１０（側壁部１１）の外周面や蓋体２０（蓋本体部２１
）の上面に印刷を施したり化粧紙を貼り付けたりして装飾するようにしたが、これに限定
されるものではなく、これらを構成する素材（シート材）そのものを表面に露呈させるよ
うにしても勿論よい。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の一実施形態に係る包装箱の斜視図であって、（ａ）は、蓋体を箱本体か
ら取り外した状態を示し、（ｂ）は、蓋体を箱本体に取り付けた状態を示す。
【図２】同実施形態に係る包装箱の縦断面図を示す。
【符号の説明】
【００５０】
　１…包装箱、１０…箱本体、１１…側壁部、１２…底部、１３…上端突出部、１４…内
部延出部、１５…底受部、２０…蓋体、２１…蓋本体部、２２…摘持部、Ｈ…上端部開口
、Ｐ…物品
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